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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　換気構造を有する第１腰壁部分と換気構造を有しない第２腰壁部分とが連続して設けら
れており、
　前記第１腰壁部分と前記第２腰壁部分は、外側外壁材同士および内側外壁材同士が同一
の材質および形状を有し、
　前記第１腰壁部分は、
　　前記２枚の外壁材の上方を連続して覆う第１天端材と、
　　前記第１天端材の少なくとも一方の側端部と該側端部に対応する前記一方の外壁材の
上端の間に換気部材を有し、
　前記第２腰壁部分は、
　　前記２枚の外壁材の上方を連続して覆う第２天端材を有し、
　　前記第２天端材の側端部の下に換気部材を有さず、
　　前記第２天端材は、前記第１腰壁部分で前記換気部材が設けられた前記一方の外壁材
と同じ側にある側端部が、前記第１腰壁部分の前記換気部材の下端の高さまで延伸してい
る、
建築物の構造。
【請求項２】
　前記第１および第２天端材は、比重が０．７～１．５のセメント系押出成形体である、
請求項１に記載の建築物の構造。
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【請求項３】
　前記第１天端材は、略平板形状を有し、
　前記第２天端材は、Ｌ字状の断面を有し、
　　該Ｌ字の長尺部が前記２枚の外壁材の上方を覆い、
　　該Ｌ字の短尺部の先端が前記第１腰壁部分の前記換気部材の下端と実質的に同じ高さ
に位置する、
請求項１または２に記載の建築物の構造。
【請求項４】
　前記換気部材の外面とその下方に位置する前記外壁材の外表面が、実質的に段差なく構
成されている、
請求項１～３のいずれか一項に記載の建築物の構造。
【請求項５】
　前記第１および第２腰壁部分は、柱体と、前記柱体の上面に水平に架け渡された通し部
材と、前記柱体および前記通し部材の両側面に固定された２枚の内部壁材を有し、
　前記２枚の外壁材は、前記２枚の内部壁材とそれぞれ間隔をあけて平行に配置され、
　前記第１および第２天端材は、前記通し部材上に長さ方向に間隔をあけて配置された通
気胴縁を介して前記通し部材に固定されている、
請求項１～４のいずれか一項に記載の建築物の構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の構造に関し、より詳しくは、ベランダの手すり壁、陸屋根外周部の
パラペット等の腰壁の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の壁には、躯体の劣化防止等の要請から、換気構造を備えたものが求められてい
る。ベランダ等の腰壁についても、笠木下に水平方向に長い換気部を設けることが行われ
ている。例えば、特許文献１には、陸屋根周縁のパラペットの笠木下空間とパラペット内
部を連通させることによって、パラペット内部および連通する小屋裏空間を換気する構造
が記載されている。また、特許文献２には、ベランダの外壁等に使用されるパラペット部
の外壁の上端に沿って通気孔を有する部材を配置することにより、パラペット部内を換気
する構造が記載されている。
【０００３】
　一方、腰壁の部位によっては、防水面から、換気構造を設けないことが望ましい。例え
ば、腰壁が建物の外壁に接続する壁当たり部、腰壁の角の出隅部、入隅部などである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１３９７１３号公報
【特許文献２】特開２０１２－１０２４８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　腰壁の笠木下に換気部を設ける場合、外壁材の内外を連通する通気口を確保するために
、換気部を設ける側の外壁材は、縦寸法を短くして通気部材の分だけ低く形成される。そ
のため、一続きの腰壁のうちに換気構造を有する部分と有しない部分が連続していると施
工が面倒であった。
【０００６】
　本発明は、上記を考慮してなされたものであり、換気構造の有無に関わらず、同じ形状
の外壁材を用いて実現可能な、新規な腰壁の構造を提供することを目的とする。また、そ
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の新規な構造は施工が容易なものであることを合わせて目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の建築物の構造は、換気構造を有する第１腰壁部分と換気構造を有しない第２腰
壁部分とが連続して設けられており、前記第１腰壁部分と前記第２腰壁部分は、外側外壁
材同士および内側外壁材同士が同一の材質および形状を有する。さらに、前記第１腰壁部
分は、前記２枚の外壁材の上方を連続して覆う第１天端材と、前記第１天端材の少なくと
も一方の側端部と、該側端部に対応する前記一方の外壁材の上端との間に換気部材を有す
る。さらに、前記第２腰壁部分は、前記２枚の外壁材の上方を連続して覆う第２天端材を
有し、前記第２天端材の側端部の下に換気部材を有さず、前記第２天端材の該当する側端
部が前記第１腰壁部分の前記換気部材の下端の高さまで延伸している。
【０００８】
　ここで、第２天端材の側端部に対応する外壁材とは、その側端部に近い方、言い換える
とその側端部が上方を覆っている方の外壁材を意味する。また、第２天端材の該当する側
端部とは、第１腰壁部分で換気部材が設けられたのと同じ側にある側端部を意味する。こ
の構成によって、第１および第２腰壁部分にそれぞれ同一形状の外壁材を用いながら、第
１腰壁部分にのみ換気構造を設けることができる。
【０００９】
　好ましくは、前記天端材は比重が０．７～１．５のセメント系材料の押出成形体である
。
【００１０】
　ここでセメント系材料とは、水硬性の無機物を含む組成物を硬化させた材料である。セ
メント系押出成形体であれば、長手方向（押出方向）に断面形状がほぼ同一な成形体が容
易に得られ、耐水性に優れる。また、比重０．７～１．５、特に０．７～１．３程度の押
出成形体であれば、軽量性による施工性の向上の効果も生じる。なお、セメント系押出成
形体は、ビス、ネジ、釘等の固着具により固定可能である。
【００１１】
　好ましくは、前記第１天端材は略平板形状を有し、前記第２天端材は、Ｌ字状の断面を
有し、該Ｌ字の長尺部が前記２枚の外壁材の上方を覆い、該Ｌ字の短尺部の先端が前記第
１腰壁部分の前記換気部材の下端と同じ高さに位置する。これにより、天端材の全高を低
くすることができ、外観上有利である。
【００１２】
　好ましくは、前記換気部材の外面とその下方に位置する前記外壁材の外表面が、実質的
に段差なく構成されている。これにより、換気部材の外壁材からの張り出しが小さく、美
観を損なうことがない。
【００１３】
　好ましくは、前記第１および第２腰壁部分は、柱体と、前記柱体の上面に水平に架け渡
された通し部材と、前記柱体および前記通し部材の両側面に固定された２枚の内部壁材を
有し、前記２枚の外壁材は前記２枚の内部壁材とそれぞれ間隔をあけて平行に配置され、
前記第１および第２天端材は、前記通し部材上に長さ方向に間隔をあけて配置された通気
胴縁を介して前記通し部材に固定されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、換気構造を有する部分と有しない部分が連続する腰壁を、換気構造の
有無に関わらず同じ形状の外壁材を用いて、施工容易に、実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態のＡ第１腰壁部分、Ｂ第２腰壁部分の断面図である。
【図２】本発明の一実施形態の換気部材のＡ側面図、Ｂ正面図、Ｃ底面図、およびＤ裏面
図である。
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【図３】本発明の一実施形態の換気部材の断面図である。
【図４】本発明の一実施形態のＡ第１腰壁部分、Ｂ第２腰壁部分の施工手順を示す図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態のＡ第１腰壁部分、Ｂ第２腰壁部分の施工手順を示す図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態のＡ第１腰壁部分、Ｂ第２腰壁部分の施工手順を示す図であ
る。
【図７】本発明の一実施形態のＡ第１腰壁部分、Ｂ第２腰壁部分の施工手順を示す図であ
る。
【図８】ベランダの腰壁の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の建築物の構造の一実施形態を図に基づいて説明する。
【００１７】
　図８は、住宅のベランダ部分を示している。家屋８０は２階にベランダ８１が設けられ
ている。ベランダ８１手すりの腰壁は、中央部の換気構造を有する腰壁１０と、壁当たり
部８２や出隅部８３の換気構造を有しない腰壁６０とが連続して構成されている。本実施
形態の建築物の構造は、このような腰壁に適用される。
【００１８】
　まず、図１Ａに基づいて、本実施形態における、換気構造を有する第１腰壁部分の構造
を説明する。
【００１９】
　図１Ａにおいて、第１腰壁１０は、建物側（以下、内側ともいう。図の右側）に換気部
を有する。第１腰壁１０は、その長手方向に間隔を置いて設けられた柱体（図示せず）の
上面に水平に架け渡された通し部材２０と、通し部材および柱体の側面に固定された内側
および外側内部壁材２１、２２を有し、これらにより躯体構造が形成されている。内側内
部壁材２１には縦通気胴縁３０を介して内側外壁材２３が固定されている。同様に、外側
内部壁材２２には縦通気胴縁３０を介して外側外壁材２４が固定されている。これらの腰
壁の躯体構造および外壁材の構成は、後述する第２腰壁部分のそれと共通している。
【００２０】
　通し部材２０の上面には、第１天端材２５が、ビス等の固定具を用いて、水平通気胴縁
３１を介して間接に固定されている。天端材２５は、内側および外側外壁材２３、２４の
両外表面間の距離とほぼ同じ幅を有し、内側外壁材２３の上方から外側外壁材２４の上方
までを連続して覆っている。天端材２５の内側外壁材２３に近い側端部と、内側外壁材２
３の上端の間には、換気部材２６が配置されている。換気部材２６には、後述するように
、いくつかの面に通気孔が設けられており、第１腰壁１０の外部と内部を連通している。
【００２１】
　第１天端材２５と外側外壁材２４は、後者の上端で、通常のバックアップ材３２および
不定形シーリング材３３を用いて水密に接続されている。また同様に、換気部材２６と内
側外壁材２３は、後者の上端で、通常のバックアップ材３２および不定形シーリング材３
３を用いて水密に接続されている。
【００２２】
　第１天端材２５の上面には、図示しない笠木受け部材が固定され、笠木２８が、外側外
壁材２４の上部から、腰壁の上方、換気部材２６の側方を経て、内側外壁材２３の上部ま
でを連続して覆っている。この笠木受け材および笠木の構成も、後述する第２腰壁部分の
それと共通している。笠木２８としては、換気部材２６の外面（後述する第１垂直面）と
内側外壁材２３の外表面が実質的に段差なく構成されているため、換気構造を有しない従
来の腰壁用の笠木を用いることができる。そのため、腰壁外壁面からの笠木の張り出しが
小さく、そのこと自体美観を損ねないのに加えて、下方から見上げたときにも換気金物が
外部から視認しずらい点でも外観上有利である。
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【００２３】
　第１天端材２５は、断面が略矩形の略平板形状を有するセメント系押出成形体からなる
。セメント系材料とは、水硬性の無機物を含むセメント系組成物を硬化させた材料である
。水硬性の無機物としては、各種ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシュ
セメント、シリカセメントなどを用いることができる。また、セメント系材料は、軽量化
のために軽量化骨材等を含んでいてもよいし、補強等のためにパルプ、水溶性セルロース
、鉱物繊維等を含んでいてもよいし、着色のために顔料を含んでいてもよい。各種のセメ
ント系材料のなかでも、耐火性に優れ、比重が軽いことから、珪酸カルシウムを主成分と
する珪酸カルシウム系材料を用いることが好ましい。また、強度に優れることから、パル
プで補強された珪酸カルシウム系材料を用いることがさらに好ましい。
【００２４】
　また、押出成形によって、長手方向（押出方向）に断面形状がほぼ同一な成形体を容易
に製造することができる。また、比重０．７～１．５、特に０．７～１．３程度の押出成
形体であれば、軽量性による施工性の向上の効果も生じる。また、セメント系材料は透水
性がない点で有利であり、押出成形体では、周囲全体に吸水の原因となり得る切断面や切
削面が現れない点でさらに有利である。なお、天端材の下にさらに防水シートを敷くこと
により、天端材の連結部からの透水を防止することができる。
【００２５】
　換気部材２６は、１枚の金属板からプレス加工および折り曲げ加工によって成形されて
いる。図２Ａ～Ｄはそれぞれ、換気部材２６の左側面図、正面図、底面図、裏面図である
。図３は図２ＢのＸ－Ｘ断面を示している。
【００２６】
　換気部材２６は、図３および図２Ａにおいて左上から時計回りに、係止部４０、第１水
平面４１、第１垂直面４２、第２水平面４４、第２垂直面４６および第３垂直面４７を有
する。第１水平面４１は、係止部４０により天端材上面に係止され、ビス等によって固定
されている。第１垂直面４２は、第１水平面４１の係止部４０とは逆の側端から下方に折
曲し、天端材の下面より下方に延伸して形成されている。第１垂直面４２には、換気部材
２６の外部と内部を連通する通気孔として、長手方向に並列する縦長のブリッジ穴４３が
設けられている（図２Ｂ）。このブリッジ穴は、長手方向に並列する縦長のスリットを入
れ、スリットで隔てられた細片を一つ置きに換気部材の内部側に押し込むことによって形
成されている。第２水平面４４は、第１垂直面４２の下端から折曲し、通し部材２０側に
延伸して形成されている。第２水平面４４の第１垂直面と反対側の部分には、通気孔４５
が設けられている（図２Ｃ）。第２垂直面４６は、第２水平面４４の第１垂直面４２とは
逆の端から下方に延びている。第２垂直面４６は、内側内部壁材２１を介して通し部材２
０にビス等で固定されている。第３垂直面４７は、第２水平面４４の第１垂直面４２とは
逆の端から上方に延びている。第３垂直面４７は、その上端が天端材の下面に当接または
近接している。また、第３垂直面には、通気孔として、上部に矩形の開口４８が設けられ
ている（図２Ｄ）。なお、図２Ａの４９は、換気部材を連続して設ける場合に、隣接する
換気部材の配置を容易にするために設けられた端部当接片である。
【００２７】
　次に、図１Ｂに基づいて、第２腰壁部分の構造を説明する。
【００２８】
　図１Ｂにおいて、第２腰壁６０は、通し部材２０、内部壁材２１、２２からなる躯体構
造、および縦通気胴縁３０、外壁材２３、２４を有し、その構成は第１腰壁部分と材質お
よび形状において共通している。
【００２９】
　通し部材２０の上面には、第２天端材６５が、ビス等の固定具を用いて、水平通気胴縁
３１を介して間接に固定されている。第２天端材６５は、内側および外側外壁材２３、２
４の両外表面間の距離とほぼ同じ幅を有し、内側外壁材２３の上方から外側外壁材２４の
上方までを連続して覆っている。第２天端材６５はその両端で、それぞれ内側および外側
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外壁材２３、２４に、通常のバックアップ材３２および不定形シーリング材３３を用いて
水密に接続されている。
【００３０】
　第２天端材６５は、断面が略Ｌ字形で、Ｌ字の長尺部が通し部材および２つの外壁材上
に水平に延び、短尺部は、第１腰壁部分１０では換気部材２６が占めていた空間を占めて
、先端が第１腰壁部分の換気部材の下端と同じ高さに位置するように、内側外壁材２３の
上方に設置されている。第２天端材６５は、短尺部の先端面で内側外壁材２３の上端面に
、通常のバックアップ材３２および不定形シーリング材３３を用いて水密に接続されてい
る。ここで、「短尺部の先端が換気部材の下端と同じ高さに位置する」とは、両者が厳密
に同一平面上にあることまでは要さず、換気部材－内側外壁材間と、第２天端材－内側外
壁材間のシール作業が同じ方法で実施できる程度に同じ高さであればよい。
【００３１】
　第２天端材６５上面には、第１腰壁部分１０と同じ図示しない笠木受け部材および笠木
２８が、同じ方法で固定されている。
【００３２】
　第２天端材６５は、第１天端材２５と同じく、セメント系押出成形体からなる。パルプ
で補強された珪酸カルシウム系材料を用いることが好ましい点や、比重が０．７～１．５
、特に０．７～１．３程度のものが好ましいことも第１天端材と同様である。
【００３３】
　また、押出成形によって、長手方向（押出方向）に断面形状がほぼ同一な成形体を容易
に製造することができる点は、第２天端材６５では特に重要である。第２天端材６５はそ
の先端面で内側外壁材２３とシールされるので、ある程度の、好ましくは内側外壁材２３
と同程度の厚さが必要である。具体的には、外壁材用に市販されている建材の厚さは１０
～６０ｍｍであり、特に典型的には１２～２０ｍｍである。第２天端材のＬ字の短尺部の
厚さもこれと同程度であることが好ましい。このような厚さの断面Ｌ字形の部材を低コス
トで製造することは、他の方法では困難である。
【００３４】
　次に、本実施形態の施工手順を図４～７に基づいて説明する。図４～７では、Ａは第１
腰壁部分１０、Ｂは第２腰壁部分６０の状態を、対比して示してしる。
【００３５】
　図４は、通し部材２０、２枚の内部壁材２１、２２によって腰壁の躯体が形成され、通
気胴縁３０を介して２枚の外壁材２３、２４が固定された状態を示している。この段階で
は、第１腰壁部分（Ａ）も第２腰壁部分（Ｂ）も全く同じである。
【００３６】
　図５において、第１腰壁部分（Ａ）では、通し部材２０の上面に、長手方向に間隔をあ
けて置いた水平通気胴縁３１を介して、第１天端材２５をビス３４等で固定し、天端材２
５と外側外壁材２４の上端を不定形シーリング材３３を用いてシールする。第２腰壁部分
（Ｂ）では、同じく、通し部材２０の上面に、長手方向に間隔をあけて置いた水平通気胴
縁３１を介して、第２天端材６５をビス３４等で固定し、天端材６５と外側外壁材２４の
上端を不定形シーリング材３３を用いてシールする。
【００３７】
　図６において、第１腰壁部分（Ａ）では、換気部材２６を天端材２５に側方から嵌めて
、ビス３５等を用いて内側内部壁材２１を介して第２垂直面を通し部材２０に固定する。
その後、第１腰壁部分（Ａ）では換気部材の第２水平面と内側外壁材２３の上端を、第２
腰壁部分（Ｂ）では天端材６５と内側外壁材２３の上端を、不定形シーリング材３３を用
いてシールする。
【００３８】
　図７において、第１腰壁部分（Ａ）、第２腰壁部分（Ｂ）とも、それぞれ天端材２５、
６５の上面に笠木受け部材２７をビス３４等を用いて固定し、笠木受け部材２７に笠木２
８を係止する。
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【００３９】
　このように、第１腰壁部分１０と第２腰壁部分６０は、同一に形成された躯体部と外壁
材に対して（図４）、第１腰壁部分では第１天端材２５と換気部材２６を、第２腰壁部分
では第２天端材６５を施工し、その後同一の材料と方法を用いて笠木受け部材２７と笠木
２８を施工する（図７）。したがって、外壁材２３、２４の取付までと笠木受け部材２７
取付以後は、換気構造の有無を気にすることなく、同じように施工することができる。
【００４０】
　本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内で種々の
変形が可能である。
【００４１】
　例えば、換気部は腰壁の建屋とは反対側に設けてもよく、あるいは両側に設けてもよい
。また、内部壁材を設けず、外壁材を通し部材や間柱の側面に直接固定してもよい。また
、片側の内部壁材と外壁材が貼り合わされて、間に通気空間を有しないものであってもよ
い。また、換気部材２６の構造や形状は特に限定されない。
【００４２】
　また、天端材の形状は、例えば、第１天端材２５、第２天端材６５がともに断面Ｌ字状
に形成され、第２天端材の短尺部が第１天端材のそれより長いことにより、第１腰壁部分
１０では換気部材２６が占めていた空間を占めるようにしてもよい。さらに、天端材の断
面形状は、略矩形やＬ字状以外であってもよい。すなわち、第２天端材の形状が、第１天
端材２５と換気部材２６に代えて設置した場合に、下方の外壁材とシールすることができ
、同じ笠木を同じ方法で取り付けられるように形成されていればよい。
【００４３】
　１０　第１腰壁部分
　２０　通し部材
　２１　内側内部壁材
　２２　外側内部壁材
　２３　内側外壁材
　２４　外側外壁材
　２５　第１天端材
　２６　換気部材
　２７　笠木受け部材
　２８　笠木
　３０　縦通気胴縁
　３１　水平通気胴縁
　３２　バックアップ材
　３３　不定形シーリング材
　４０　係止部
　４１　第１水平面
　４２　第１垂直面
　４３　ブリッジ穴（通気孔）
　４４　第２水平面
　４５　開口（通気孔）
　４６　第２垂直面
　４７　第３垂直面
　４８　通気孔
　４９　端部当接片
　６０　第２腰壁部分
　６５　第２天端材
　８０　家屋
　８１　ベランダ
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　８２　壁当たり部
　８３　出隅部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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